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第１ 策定の趣旨 

昨年は、輸入食品については、一昨年発生した中国製冷凍ギョウザ事件等、食の安全に関わる大

きな問題が発生したことから、輸入食品への関心が高まり、輸入業者による原産国での管理強化、

検査体制の強化により社会的影響の大きい事例は発生しなかった。しかしながら、検疫所における

検査において、違反食品として発見される数に大きな変化は見られない。 

国内においては、昨年 8 月、全国展開している複数のレストランチェーンの本市以外の店舗にお

いて成形肉を原因とした腸管出血性大腸菌の食中毒が散発した。これは、本来中心部まで十分に加

熱すべき食材であるにもかかわらず、その情報が調理者や消費者に伝達されなかったため発生した

事例であった。 

このような状況の下、食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、市民の食の安全・安心を確

保するためには、市民や事業者が利用しやすい相談窓口の設置や経営者のコンプライアンスへの

取り組みを推進してゆくことが必要であり、こうした視点を踏まえ、食品衛生法第２４条の規定

及び｢食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針｣（平成１５年厚生労働省告示第３０１号）

に基づき、｢平成２２年度金沢市食品衛生監視指導計画｣を策定し、監視指導を実施する。 

 

第２ 監視指導の実施に関する事項 

一 監視指導の総則的事項 

１ 監視指導計画の性格 

① この計画は、金沢市保健所が所管する地域を対象とする。 

② この計画の策定及びこの計画に基づく監視指導の実施については、他の関係機関と連携し

て行う。 

２ 対象期間  平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの１年間とする。 

３ 監視指導の実施機関は金沢市保健所衛生指導課及び食肉衛生検査所で、その役割は次のとお

り（平成２２年度の組織体制、予算及び主な検査機器については別表１）。 

実施機関 役     割 

衛生指導課 

（食品衛生担当、中央

卸売市場担当） 

 

 

 

 

・監視指導計画の策定及び公表 

・食品等事業者に対する立入調査 

・監視指導結果等に基づく行政処分の公表 

・食中毒（疑いを含む。）、違反食品及び苦情食品に係る調査及び防止

対策 

・食品衛生に関する市民への情報提供及び意見の交換 

・食品等事業者に対する衛生講習会の実施及び食品衛生に関する情報

提供 

・食品等事業者の自主管理体制の整備の推進 

衛生指導課 

（衛生検査担当） 

・食品衛生法に基づく収去検査に係る試験検査 

・食中毒（疑いを含む。）に係る試験検査 

食肉衛生検査所 

 

・と畜検査 

・ＢＳＥのスクリーニング検査（全頭検査） 

・と畜場、と畜場に併設する食肉処理施設、食鳥処理場及び採卵養鶏

場の監視指導 
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４ 他の機関との連携の確保（別表２のとおり。） 

① 国との連携 

大規模若しくは広域的な食中毒等が発生した場合又は輸入食品に関する違反若しくは安

全性に係る情報を入手した場合は、厚生労働省に迅速に通報し、連携して必要な対策を講じ

るものとする。さらに必要に応じ、東海北陸厚生局と連携して対策等を実施する。食品表示

に係るものでは、消費者庁と連携し必要な対策を講じる。また、農林水産省北陸農政局等と、

石川食品表示監視協議会を通じて食品衛生関係情報の交換等を行い、連携を図る。 

② 石川県との連携 

石川県との連絡を密にするため平成１６年１月に設置した「食品安全対策県市連絡会」を

通じて、県は薬事衛生課を、市は衛生指導課を窓口として、両者にまたがる食中毒発生や違

反事案について連携して情報を収集し、及び対策を講じる。 

「家畜伝染病予防法」、「農薬取締法」及び「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関

する法律（以下「ＪＡＳ法」という。）」を所管する石川県農林水産部局等と、家畜、農産物

等の生産者に対する衛生指導や不適表示食品に関する改善指導依頼の通報及び食品衛生関

係情報の交換等を行い、連携を図る。 

③ 他の都道府県等の食品衛生担当部局との連携 

広域流通食品等及び輸入食品等の監視指導については、関連する都道府県等と連携を図り

実施する。 

④ 市庁内部局との連携 

「食の安全に関する庁内連絡会」を通じて、食に関係する教育総務課、農業センター等と

の情報交換を行い、連携を図る。 

 

二 食品等事業者に対する監視指導 

市内の食品事業者の施設及び市内で製造、加工、調理される食品並びに流通し販売される食品

について食中毒等を未然に防止するため、次に示す監視項目について、食品衛生監視員が監視す

るとともに、必要に応じて食品の収去検査を行う。 

１ 一般的な共通監視の項目 

・食品等事業者の責務である製造及び加工に係る記録作成、原材料等の安全確保、自主検査の

実施等に対する助言指導(食品衛生法(以下この項及び次項において「法」という。)第 3 条) 

・不衛生な食品又は有害若しくは有毒な食品でないことの確認(法第 6 条) 

・法で定められた添加物であることの確認(法第 10 条) 

・製造基準､保存基準及び成分規格に適合した食品であることの確認と遵守の徹底(法第 11 条) 

・食品の名称、製造所所在地、製造者氏名、期限、添加物等の表示の確認と遵守の徹底(法第

19 条) 

・飲食店等の営業施設が施設基準に適合していることの確認と遵守の徹底(石川県食品衛生法

施行条例第 3 条) 

・飲食店等の営業施設において管理運営基準が守られていることの確認と遵守の徹底(金沢市

食品衛生法施行条例第 2 条) 

・製造、加工及び調理段階における衛生管理状況及び危害分析と、その発生防止措置の実施状

況の点検（特に大量調理施設や病者、高齢者、児童等が主に利用する施設である病院、社会
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福祉施設、学校等の給食に重点を置く。）(大量調理施設の衛生管理マニュアルのほか衛生関

係通知等に基づく項目) 

・その他衛生関係法令及び通知等に基づく監視項目 

２ 主な食品群別の監視指導 

第２－二－１に掲げる事項に加え、次の表の食品群の区分に応じ、担当欄の課所が、実施事

項について監視指導を実施する。なお、生産段階における事項については、必要に応じ、石川

県や関係都道府県等の農林水産担当部局と連携を行う。また、製造者及び加工者に対し、次の

事項を指導する。 

・使用する添加物の確認の徹底及び製品の自主検査の実施 

・異物混入防止対策の徹底 

・製造段階及び加工段階における低温保管等の温度管理の徹底 

・法第１９条の規定に基づくアレルギーの特定原材料を含む食品の表示徹底のため、使用原材

料の点検及び確認の徹底 

食品群 実 施 事 項 担 当 

・獣畜の病歴を踏まえたと畜検査 

・家きんの病歴を踏まえた食鳥検査の実施の指導 

・枝肉の微生物検査による衛生的な解体処理の検証 

・認定小規模食鳥処理施設に対する衛生的な解体の指導及び処

理羽数の上限の遵守の徹底の指導 

・食肉の動物用医薬品等の残留検査及びＯ１５７等の細菌検査 

食肉衛生検査所

食肉、食鳥肉

及び食肉製品 
・食肉処理施設に対する衛生的な取扱いに関する指導 

・飲食店等に対する加熱調理の徹底等の衛生的な取扱いに関す

る指導 

・販売施設に対する保存温度及び衛生的な取扱いに関する指導 

・市内流通品の収去検査（細菌、動物用医薬品、残留農薬） 

衛生指導課 

乳及び乳製品 
・乳処理施設に対する立入点検及び必要に応じた収去検査 

・販売施設に対する保存温度及び衛生的な取扱いに関する指導 
衛生指導課 

・鶏舎内の衛生管理及び食用不適卵の排除の徹底の指導 食肉衛生検査所

食鳥卵 

・食鳥卵の集荷施設（鶏卵を集め、洗卵し、選別し、検査し、

包装し及び出荷する施設）に対する原料卵の抗生物質の残留

及びサルモネラ汚染に関する情報の管理状況、施設内での取

扱い､配送時の温度管理等に関する指導 

・販売施設に対する保存温度及び衛生的な取扱いに関する指導 

・市内流通品の収去検査 

衛生指導課 

水産食品（魚

介類及び水産

加工品） 

・中央卸売市場内の流通品の保存温度及び衛生的な取扱いに関

する指導 

・販売施設及び飲食店等に対する生食用魚介類等の保存温度及

び衛生的な取扱いに関する指導 

・ふぐ取扱い施設等に対するふぐの適正な取扱い及び販売に関

する指導 

・有毒魚介類等の中央卸売市場からの排除の指導 

・中央卸売市場内及び市内の流通品の収去検査（細菌、ノロウ

イルス、動物用医薬品、微量有害物質等の検査） 

衛生指導課 
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野菜、果実、

穀類、豆類、

種実類、茶類

及びこれらの

加工品 

・販売施設、飲食店等に対する生食用野菜、果実等の保存温度

及び衛生的な取扱いに関する指導 

・大豆、トウモロコシ、じゃがいも及びこれらの加工品等の遺

伝子組換え表示対象原料を使用する製造施設等に対する分

別生産流通管理（ＩＰハンドリング）証明書の確認指導及び

自主検査の推進 

・有毒植物等の中央卸売市場からの排除の指導 

・中央卸売市場内及び市内の流通品の収去検査（残留農薬、防

かび剤、細菌等の検査） 

衛生指導課 

 

三 施設への立入検査に関する事項（詳細は、別表３「平成 22 年度立入検査計画」のとおり。） 

重点監視施設及び監視回数 

業種毎に、過去の食中毒の発生頻度、製造販売される食品の流通の広域性及び営業の特殊性、

施設の規模等を考慮して、監視施設を①重要監視施設、②中程度監視施設、③小規模監視施設、

④その他監視施設に分類する。 

監視回数については、監視の重要度が高い施設ほど年間の監視回数を多く設定することとす

る。また、夏期及び年末一斉の監視については、国の通知による全国一斉監視に合わせて実施

する。 

昨年度、本市内において６件の食中毒事件が発生した。原因施設は宿泊施設２件、料理店

１件、家庭２件、原因施設が特定できなかった事件が１件であった。原因物質ではカンピロ

バクターによる食中毒が２件発生しており、引き続き、焼肉店等食肉を取り扱う飲食店を重

要監視施設とし監視指導を行う。宿泊施設で 2 件食中毒が発生し、うち１件はノロウイルス

による食中毒であったことから、ホテル、旅館、料理店など大量に食事を提供する施設につ

いても、重要監視施設として監視指導を行う。 

昨年度は、隣県において、飲食店が提供したふぐ料理で重篤な状態に陥った事例があった。

市内においては、家庭での調理が原因で、ふぐ等の自然毒食中毒が２件発生した。このこと

から、フグやキノコ等による自然毒食中毒の危険性について、新聞広報やインターネットに

より、消費者への注意喚起を積極的に行う。 

観光客が多く訪れる兼六園、湯涌温泉等の周辺の飲食店に対して、繁忙期前に食中毒の防

止、食品の取扱い、土産品の適正表示等について監視指導を行う。 

ランク 監視頻度等 内 容 具 体 例 

Ａ 重要監視施設 

(年 1 回以上) 

食中毒の発生頻度が高

い大量調理施設、食品

が広域流通している製

造施設、事故が発生し

た際の社会的影響の大

きい施設及び総合衛生

管理製造過程承認の取

得を予定している施設

・化製場、食鳥処理施設、採卵養鶏場

・肉、乳、卵、魚に関係する大規模な

製造施設 

・学校、保育所、病院、老人福祉施設

等の給食施設 

・大規模な仕出し・弁当屋 

・中央卸売市場、近江町市場内の施設

・百貨店、大型量販店（スーパー等）

・大型飲食店、観光施設 

・焼肉店(過去に指摘のあった施設) 
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Ｂ 中程度監視施設 

(年 1 回) 

食中毒の発生頻度が比

較的高い販売施設及び

製造施設並びに食品が

比較 

的広域流通している製

造施設 

・野菜等に関係する大規模な製造施設

・肉、乳、卵、魚に関係する中規模な

製造施 

・フグの加工施設 

・中規模な仕出し・弁当屋 

・概ね 50 人を超える宴会ができる料理

屋、料理店、すし屋、レストラン、

中華料理店、一般食堂 

・客席が概ね 50 席を超える、回転寿司、

ファミリーレストラン 

Ｃ 小規模監視施設 

(1 回／2～3 年) 

食中毒の発生頻度が低

い製造施設及び食品が

広域に流通しない施設

・野菜等に関係する中規模な製造施設

・小規模な製造施設 

・給食施設のある有床診療所 

・小規模な弁当屋 

・量販店内のテナント 

・食肉・魚介類販売店、魚介類販売専

門店、食肉販売専門店 

・概ね 10～50 人が宴会をできる料理

屋、料理店、すし屋、レストラン、

中華料理店、一般食堂 

・焼肉店 

Ｄ その他監視施設 

(1 回／6 年 以上) 

ランクＡ、Ｂ、Ｃ以外

の施設 

・ランクＡ、Ｂ、Ｃ以外の飲食店 

・コンビニエンスストアー 

・食事の提供がほとんどない旅館 

・小規模な食品販売施設 

・自動販売機、自動車営業 

 

四 食品等の収去検査等に関する事項（詳細は、別表４のとおり。） 

１ 食肉衛生検査所におけると畜検査 

食肉となる牛についてＢＳＥ検査を実施し、動物用医薬品である抗生物質、合成抗菌剤及び

駆虫剤の検査を行う。また、枝肉の細菌検査により安全性の確認を行う。 

２ 食品の製造施設における食品検査 

市内の食品製造施設で製造された食品で、規格基準及び金沢市指導基準の定めのあるものに

ついて検査を実施する。 

３ 中央卸売市場における収去検査 

市場を流通する食品（輸入食品を含む。）は、野菜の残留農薬、生食用魚介類の細菌、魚介

類の微量有害物質及び加工食品の添加物の検査を実施する。昨年度に引き続き、輸入野菜の残

留農薬、加工食品の使用添加物検査を強化して実施する。 

４ 市内を流通する食品の収去検査 

市内を流通する食品(輸入食品を含む。)は、野菜の残留農薬、生食用魚介類の細菌及び加工
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食品の添加物の検査を実施する。 

また、腸管出血性大腸菌やカンピロバクターによる感染事例は、依然として多く発生してい

る。このことから、流通の各段階における食肉の汚染実態を把握するため、検査を実施する。 

５ 健康食品の買取検査 

健康食品による健康被害を防止するため買取検査を実施する。 

６ おもちゃ・容器包装の収去検査 

輸入品のおもちゃ・容器包装について、重金属等の検査を実施する。 

 

五 違反を発見した場合の対応に関する事項 

１ 立入検査の結果、違反を発見した場合の対応 

① 違反している状況を発見した場合は、極力その場において改善指導を行う。 

② 違反が軽微であって直ちに改善が図られるもの以外の違反については、書面により改善指

導を行う。 

③ 改善の報告があった時は、その確認を行う。 

④ 違反に係る食品等が現存する場合には、当該食品等が販売の用に供され、又は営業上使用

されないよう、廃棄、回収等の措置を速やかに講ずるとともに、必要に応じ、営業の禁止又

は停止の措置を行う。 

⑤ 悪質な違反については告発を行う。 

２ 収去検査の結果、違反を発見した場合の対応 

① 当該食品等について、販売の用に供され、又は営業上使用されないよう、廃棄、回収等の

措置及び再発防止等の措置を講ずるとともに、必要に応じ、営業の禁止又は停止の措置を行

う。 

② 改善報告の提出を求め、改善を確認する。 

③ 当該食品等が本市以外で生産、製造、加工等が行われたものである場合は、速やかに所管

する食品衛生担当部局に連絡するとともに、必要に応じ、連携して廃棄、回収等の措置を速

やかに講ずる。 

④ 広域流通食品等又は輸入食品等の場合は、関係する都道府県等の食品衛生担当部局又は厚

生労働省へ迅速に情報提供し、連携して違反に係る食品等の流通防止、再発防止等の必要な

措置を講ずる。 

⑤ 悪質な違反については、告発を行う。 

⑥ 当該食品等の製造、加工等をした者の検査の能力等からみて、継続的に当該者が製造、加

工等をする食品等の検査が必要と判断される場合には、検査命令を行う。 

３ 違反事実の公表 

次のいずれかに該当する場合は、公表を行うものとする。 

① 市内で食中毒事件が発生した場合（次のア又はイに該当する場合を除く。） 

ア 有症者が市内在住者であっても、原因施設が市外にあることが特定された場合 

イ 原因施設が一般家庭の場合（ふぐ又はきのこ等による食中毒を除く。） 

② 食品衛生法に違反したことにより、当該施設に対して許可の取消し、又は営業の禁止若

しくは停止等の同法の規定に基づく処分を行った場合 

③ 上記以外の場合であっても、広域に大量流通する食品に異常が発生したことにより、健
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康被害を生じる恐れがあると判断した場合 

 

第３ 計画の実施状況等の公表及びリスクコミュニケーションの実施に関する事項 

一 監視指導結果の公表 

今年度の監視指導の実施状況及び収去検査結果等の概要については四半期毎に公表し、実施状

況等は平成２３年６月末までに公表する。また、国の通知による全国一斉の夏期及び年末一斉監

視の結果等についてもその都度公表する。 

 

二 監視指導計画の策定又は変更 

監視指導計画を策定する場合及び年度途中に監視指導計画を変更する場合は、「金沢市食の安

全・安心懇話会」の意見を聴取するとともに、市ホームページ及び市広報に公表し、市民から意

見を聴取する。 

 

三 食中毒の多発時の対応 

食中毒が多発する等必要があると認めたときは、市ホームページ及び市公報に啓発記事を掲載

するとともに、食品等事業者に対し食中毒の防止について周知を図る。 

 

四 家庭での食中毒防止対策等の消費者への情報提供 

家庭における食中毒発生を未然に防止するため、家庭における食品の購入から喫食までの衛生

的な取扱いについて消費者に啓発を行う。 

また、公民館等地域における健康づくり活動や本市の「かなざわ食育プラン２００７実践本部」

が行う食育事業等と連携を取りながら、消費者への「食の安全」情報の提供を行う。 

 

五 消費者及び各種食品関係団体との意見交換 

消費者、食品等事業者及び行政との間における情報及び意見の交換を行うため、婦人会、町会

等の各種団体、食品等事業者及び行政による意見交換会を実施し、その意見を市ホームページ等

に公表する。 

また、食品等事業者が加盟する食品関係団体とも情報及び意見の交換を行う。 

 

六 消費者からの相談への対応 

食品に関する消費者からの相談は、保健所で２４時間体制で受付（夜間や休日においては携帯

電話による受付）を行っている。他に 

・近江町交流プラザに食の安全・安心にかかる相談窓口を開設 

・ 保健所ホームページに電子メールを利用した相談の受付けができる機能を追加 

など、消費者が相談しやすい体制を整備した。 

ＪＡＳ法等食品衛生法以外の相談については、国、県の担当部署へ調査等を依頼し、調査結果

を相談者に報告する。なお、相談内容については、分析・評価し、必要に応じて監視指導計画に

反映させる。 
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第４ 食中毒等健康被害発生時の対応に関する事項 

食中毒事件が発生した場合には、「金沢市の安全・安心に関する管理基本指針」、「金沢市健康危

機管理対策要綱」及び「金沢市食中毒対策実施要領」に基づき、関係部局と連携をとりながら迅速

かつ的確な調査を実施し、被害拡大の防止を図る。 

食品による健康被害の発生の情報を探知した場合には、喫食状況や症状を確認すると共に飲食店

等への立入り調査や食品等の検査を実施する。原因が判明した場合には、原因食品の排除や原因施

設に対して営業停止等適切な措置を講ずるとともに、被害拡大防止及び注意喚起を図るため報道機

関やホームページ等を通じて積極的に情報提供を行う。 

 

第５ 食品等事業者の自主的な衛生管理の実施に関する事項 

一 食品衛生管理者、食品衛生責任者に関する事項 

１ 食品衛生管理者への指導 

適切にその職責が果たされるよう、食品衛生管理者に対して情報提供を実施するとともに、

食品等事業者に対しては、食品衛生管理者の意見を尊重するよう意識の向上を図る。 

２ 食品衛生責任者の養成 

適切にその配置がなされるよう、食品衛生責任者を養成する講習会を金沢市食品衛生協会と

協力して計画的に実施する。 

※ 食品衛生管理者とは、食品衛生法に基づき、業種によって置かなければならない管理者を

いう。 

※ 食品衛生責任者とは、金沢市食品衛生法施行条例に基づき、置かなければならない責任者

をいう。 

 

二 食品等事業者による自主的な衛生管理の推進 

食品等事業者に対して、その責務である食品及び使用水の自主検査並びに原材料の安全性確認

等の徹底を促すとともに、食中毒発生時の原因究明及び被害拡大防止を図るため、「食品等事業

者の記録の作成及び保存に係る指針」（平成１５年８月２９日食安発第０８２９００１号厚生労

働省医薬食品局食品安全部長通知）に基づき、食品の製造販売等に係る記録の作成及び保存を推

進する。 

仕出し・弁当屋、旅館ホテル等の大量調理施設については、「大量調理施設衛生管理マニュア

ル」（平成９年３月２４日衛食第８５号厚生生活衛生局長通知）に基づき、その自主的な衛生管

理を推進する。 

 

三 自主衛生管理認証制度の取組 

この制度は、食品の製造、加工等を行う食品等事業者に対し、「自分の店の衛生は、自分で守

る」という自主衛生管理を普及させ、ＨＡＣＣＰの考え方に基づく衛生管理の底上げを図ること

を目的とするものである。具体的には、衛生管理の認証基準を策定し、基準を満たした施設を認

証し、公表する制度である。 

平成 19 年に「自主衛生管理認証制度」がスタートし、これまで、食品等事業者に対してこの

制度を周知するために説明会を開催してきた。今年度も引き続き認証制度について事業者に周知

し、制度の普及を図っていく。 
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※ ＨＡＣＣＰとは、Hazard Analysis Critical Control Point（危害分析重要管理点）の略であり、食

品の安全性を保証する衛生管理の手法 

 

四 食品衛生指導員の活動の推進 

金沢市食品衛生協会の食品衛生指導員による、食中毒多発時期における食品等事業者に対する

巡回指導及び食品衛生月間行事等における消費者に対する普及啓発活動を推進する。 

 

五 優良施設の表彰 

衛生管理状況が一定水準以上であると認められる優良な施設について、市長表彰等を実施し、

食品等事業者による自主的な衛生管理の向上を図る。 

 

六 食品等事業者への相談窓口の設置 

中央卸売市場に食品検査・相談室を置き、同市場において食品を取り扱う事業者から食品に対

する疑義や取扱い方法、施設管理の方法及び食品表示等についての相談に応じることで、衛生管

理の向上を図る。 

 

第６ 食品衛生に係る人材育成及び資質向上並びに衛生管理技術の向上に関する事項 

一 食品衛生監視員、と畜検査員及び食鳥検査員に関する事項 

１ 食品衛生監視員が食中毒等発生時に迅速に対応できるよう、「金沢市健康危機管理対策要綱」

及び「食中毒対策実施要領」の内容についてさらに理解を深めるため、内部研修を実施する。 

２ と畜検査員、食鳥検査員が食肉、食鳥肉に残留する抗生物質等の検査に適切に対応できるよ

う、残留物質検査内部実務研修を実施する。 

３ 検査担当職員の検査技術向上のため、食品微生物検査及び理化学検査について内部研修を実

施する。 

４ 食品衛生検査施設における業務管理要綱（ＧＬＰ）を徹底し、検査の信頼性の向上を図るた

め、外部精度管理、内部点検及びＧＬＰの研修を実施する。 

５ 食品衛生監視員に、ＨＡＣＣＰ手法を指導助言するための知識、技術等を修得する「ＨＡＣ

ＣＰ監視員養成講習会」を受講させる。 

 

二 食品関係者に関する事項 

１ 食品企業の経営者に対する講習会等により、関係法令や法令違反食品等の保健所への報告等

に関する条例の趣旨の徹底を図る。 

２ 食品等事業者及びその従事者等に対し、食中毒予防及び食品表示の講習会を実施する。 

３ 金沢市食品衛生協会が主催する食品衛生責任者講習会及び再研修会に講師を派遣し、食品衛

生責任者を養成するとともに、資質の向上を図る。 

 

三 金沢市食品衛生協会に関する事項 

食品衛生指導員の育成指導のため、金沢市食品衛生協会が開催する研修会に市から講師を派遣

して、技術、知識等の教育を行い、資質の向上を図る。 


